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改正農地法等を踏まえた農地基本台帳の整備について

年 4月 20日
午 6月 改 訂

業 会 議 所

1.農地基本台帳をめ ぐる情勢について

農地基本台帳は、農業委員会交付金事業実施要領 (昭 和 60年 11月 20日 付

け 60農経 A第 1141号 農林水産省事務次官通知)に基づき、「農業委員会が法

令事務 を処理す るに当た り必要な資料」 として全農業委員会で整備す ることとさ

れている。

※ 農地基本台帳整備は、昭和 34。 35年において各市町村における農業振興計画の

樹立および実施の推進等にかかわる事務を的確かつ迅速に処理するため、また農政活

動の基礎資料とするため、補助事業により全市町村農業委員会に「農家基本台帳」の

名称で整備されたことが始まりである。

ψ極十年12月 15日 の改正農地法等の施行 に伴い、農地の権利移動規制の見直 し

が される一方、農地の適正利用 を担保す るための措置 (利 用状況報告 と勧告・許

可取 り消 し)が法制度に位置付 けられた。また、農業委員会は、遊休農地に関す

る措置 として、年一回の農地の利用状況調査 と調査結果 を踏まえた遊休農地の所

有者等に封す る指導を行 うことが義務づけられた。

今後、農業委員会における法令事務については、これまでの入 口規制 (許認可 )

に加 え、出口規制 (事後監視)に も重点を置いた紺応が求められ る。

そのため、農林水産省 は、平成 22年 3月 31日 に 「農業委員会交付金事業実

施要領」 と「農業委員会交付金事業の実施 について」を改正 し、農地基本台帳の

管理項 目を変更 し、出口規制 (事後監視)にも対応できるようにした。

2.農地基本台帳の管理項目の変更点について

(1)管理項目の範囲

(旧 )農業委員会の区域内の農家 (都府県にあつては10a以上、北海道に

あっては30a以上の農地につき耕作の業務を営む世帯単位 )

(新)農業委員会の区域内のすべての農地及び採草放牧地 _

(2)具体的な管理項目

(旧 )①世帯員及び就業、②営農の状況、③土地総括表、④経営農地等の筆

別表、⑤貸付地の筆別表 (農地・採草放牧地)

(新)①基本的事項 (所在、地番、地日、所有者氏名、借受者氏名等)、 ②農

地等の賃貸借等の設定の状況、③納税猶予の適用状況、④農地の利用

状況調査結果、⑤遊休農地の措置の状況、⑥その他 (仮登記の設定等)
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3.農地基本台帳整備に関する留意点について

(1)基本的な考え方

農地基本台帳の管理項 目の変更に伴い、農業委員会交付金事業上、これまで

農家世帯毎に管理 してきた項 目 (世帯データ)については任意項 目となつた。

しか し、農地法の許可や農業委員会委員選挙人名簿の調製 といつた農業委員

会の業務 を円滑に執行 してい くためには、世帯データの活用が不可欠である。

このため、農地基本台帳は新たに追加 された管理項 目とあわせて、引き続き、

区域内の農家世帯毎に世帯データを含めて管理を行つていくことが重要である。

なお、市町村 を越 えて経営農地を有す る者 については、出作 (他 市町村での

借 り入れ農地)区域内の農業委員会において新たに農地管理 を行 うこととなつ

たが、生活や経営の本拠のある区域内の農業委員会においてもこれまで どお り

世帯管理を行 うこと。

(2)農地基本台帳の電算化システムの改良と補助金の活用

農地基本台帳は約 8割 の農業委員会においてすでに電算化されており、管理

項目の変更に伴い、農地基本台帳の電算化システムの改良が必要となる。

そこで、農業委員会は、今回の電算化システムの改良について、農業委員会

等に措置されている農地制度実施円滑化事業費補助金のなかで補助紺象とされ

ているため、早急に、システム開発業者 と打合せを行い、必要経費を見積もる

とともに、都道府県に封し予算の交付申請を行 うこと。また、農地制度実施円

滑化事業費補助金は、システムの改良だけでなく、新たな管理項目の把握のた

めの調査や、データ入力などの経費も支出できるので、こうした経費も交付申

請すること。                       .
なお、電算化システムの改良にあたつては、上記 (1)の考え方に基づき、

農業委員会は、これまでの世帯毎の管理項目の削除は行わず、新たに管理が求

められる項目の追加のみを行 うようシステム開発業者に対し指示すること。

(3)10a未 満 (北海道は 30a未 満)の農地等所有者の把握

新たに管理が求め られ る 10a未 満 (北海道は 30a未 満)の農地等所有者

の把握 を行 うためには、固定資産税台帳 との照合が効果的である。 このため、

市町村内の関係部局 (税務課等)と 調整 し、データ照合の仕組み (条例等のル

ール)づ くりを行 う必要がある。

特に、関係都局 との調整 にあたつては、新 しい農地基本台帳が、管内の全て

の農地等の所有者・借受者、利用状況等 を管理す るものであ り、市町村に とつ

ても今後の農地行政 を展開す る うえで有効な手段 となることを強調 し、農地基

本台帳の整備の必要性 を認識 してもらうことが重要である。

なお、紙台帳で管理 している場合は、台帳の筆頭 に 「世帯員及び就業」が書

かれている形式を活用 しても差 し支えない。
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(4)農地の利用状況調査結果、遊休農地等の指導状況の反映

新たに管理が求められる農地の利用状況調査結果や遊休農士也の措置の状況に

ついては、電算化システムの改良や紙台帳の修正が完了する間、経営農地等の

筆別表の備考欄や、簡易な管理表を活用 して、農地の利用状況調査の調査年月

日、遊休農地の指導状況などを記載し管理すること。

(5)相続等の届出の記載

新たに管理が求められ る相続等の届出の記載については、届出をしたことに

よ り権利取得の効力を発生 させ るものではないので、届出があつた旨を所定の

枠に記載す るのみにとどめ、所有者 (賃借権の取得であれば利用者)を書き換

えないこと。

(6)出作情報の把握

農業委員会は、出作情報 (他市町村での借 り入れ農地の情報)について、都

道府県農業会議の支援や隣接する農業委員会との連携など、情報交換を密にし

て正確な経営面積を把握できるよう努めること。

(7)世帯員及び就業状況の把握

定期的に住民基本台帳 との照合ができよう、市町村内の関係部局 (住民課等 )

と調整 し、データ照合の仕組み (条例等のルール)づ くりを行い、正確な世帯

情報の把握に努めること。

また、親族 と住居及び生計 を一にせず、かつ、親族の行 う耕作又は養畜の事

業に従事す るその他の二親等以内の親族 については、世帯員及び就業の備考欄

に氏名 と住所等の必要事項を記載す るな ど管理に努めること。

(8)農地基本台帳の補足調査の実施

多 くの農業委員会においては、農地基本台帳の補足調査を毎年 8月 1日 現在

の小作地の所有状況調査 (い わゆる 8.1調 査)に代 えて実施 してきている。

農地基本台帳は、農業委員会交付金上で常に使用できる状態に しておかなけ

ればな らない こと、農地法 の許可や農業委員会委員選挙人名簿の調製 といつた

業務 を円滑に行 うために有効なデータであること一か ら今後 とも補足調査を実

施す ること。

(9)農地基本台帳の点検および補正を実施するための規程の変更

現在、農業委員会では、改正前の「農業委員会交付金事業の実施について」

に基づく農地基本台帳の点検および補正を実施するための規程が整備されてい

るが、今回の改正を踏まえ、従来の規程を変更する必要がある。

このことを受け、全国農業会議所では、別紙のとおり変更した規程 (例 )を

作成したので、これを参考に、規程の変更を進めること。
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平成24年度市町村農業委員会農地事務担当職員研修会資料

出作 B入作に係る耕作農地等情報の提供について

平 成 24年 3月
全 国 農 業 会 議 所

地域 の 自主性及び 自立性 を高 めるための改革の推進 を図 るための関係 法律 の

整備 に関す る法律 (平成 23年 法律第 105号 )の施行 に伴 う農地法 (昭 和 27年 法

律第 229号。 以下 「法」 とい う。)の 一部 改正 に よ り、平成 24年 4月 1日 を施

行 日として、法第 3条 の規定 に基づ く権利移動 に係 る都道府県知事 の許 可権限

は全て農業委員会 に移譲 され ることとなってい る。

そのため、施行 日以降、農業委員会が法第 3条許可 申請書 (以 下 「許 可 申請

書」 とい う。)を審査す る際は、 申請人又 はその世帯員等 がその農業委員会 の

管轄 区域外 に耕作権等 を有す る農地等 を含 め、同条第 2号第 1号要件 (い わゆ

る全部効率利用要件 )及び第 5号要件 (い わゆる下限面積 )に係 る確認 を行 わ

なければな らない。

当該確認行為 に当たつては、申請者 に封す る過度 な負担 を避 けつつ、農業委

員会業務 を円滑かつ適正 に推進 してい くため、下記 の とお り農業委員会 間にお

ける耕作農地等情報 の提供方法 を示 したので参考 とされたい。

記

1 証明主体

耕作権等 を有す る農地等が所在す る農業委員会

証明事務 の流れ

(1)農業委員会 が許 可 申請書 を審査す る際は、 申請人 に対 し当該農 業委員

会 の管轄 区域外 に申請人又 はその世 帯員等 が耕 作権等 を有す る農 地等が

あるか どうか を確認す る。

なお、許 可 申請書 の非耕 作地 の欄 に記載 が あつた場合 はそ の理 由を申

請人 に確認す るが、ブ ロツクローテー シ ヨン等でや む を得ず休耕 してい

る場合 を除 き、全部効 率利用要件 を満た さない 旨を伝 える。

(2)当 該農業委員会 の管轄 区域外 に申請人又 はその世帯員等が耕作権等 を

有す る農地等 があ る場合 は当該農 地等 の所在す る農 業委員会 に姑 して別

紙参考様式例 1に よ り確認 を依頼す る。

なお、当該農業委員会 が法令 に定 める事務 又 は業務 の遂行 に必要 な限

度で個人情報 を利 用す ることが市町村条例 において認 め られ ていない場

合 は、 申請人か ら同意書 を とる必要 がある。

(3)(2)に よ り確認 の依頼 を受 けた農 業委員会 は、農 地基本 台帳 の登載 内

容及び現地調査等 に よ り耕作 の状況 を確認 し、速や かに依頼 先の農業委

員会へ別紙参考様式例 2に よ り回答 を行 う。

(4)許可 を行 つた農業委員会 は、 (3)で 回答 した農業委員会 に姑 し、別紙参

考様式 3に よ り通知 を行 う。
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【参考様式例 1】

第 号

平成 年 月 日

OO市 農業委員会会長 殿

□□町農業委員会会長 印

〇〇氏が耕作権等を有する農地又は採草放牧地に係る情報の提供依頼について

別添写 しのとお り農地法第 3条許可申請書を提出しているOO氏 より、貴農

業委員会管内にOO氏又はその世帯員等 (農 地法第 2条第 2項に規定する世帯

員等をい う。)が農地法第 3条第 2項第 1号 に掲げる権利 (耕作権等)を有す

る農地又は採車放牧地が所在 しているとの申出がありました。

つきましては、当該農地の情報についてご報告くださるようお願い申し上げ

ます。
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【参考様式例 2】

耕作農地等情報 の報告書

第  号

平成 年 月 日

□□町農業委員会会長 殿

〇〇市農業委員会会長 印

平成  年   月  日付 け 第  号で依頼 があつた〇〇氏及びその世帯

員等 (農 地法第 2条第 2項 に規定す る世帯員等 をい う)が 当農 業委員会管 内に

おいて農 地法第 3条第 2項第 1号 に掲 げ る権利 を有す る農 地又 は採 草放 牧地

は、次の とお りで あることを報告 します。

遊体農地等の有無貸付地

(所有地以外)

計貸付地

(所有地)

自作地

(所有地)

借入地

(所有地以外)

現 況 地 目

■と
m m２

ｍm m田

有 。無ポ mm m２ｍ畑
２
ｍ 有・無mm２ｍ m

∬ 有・ 無mm
2

m２
ｍ

２ｍmm mm計

※ 1 「貸付地 (所 有地以外 )」 とは、農地法第 3条第 2項第 6号の括弧書 きに該 当す

※ 2

る土地です。
「遊体農地等」 とは、「農地法第30条 第 3項各号に規定する遊休農地」又は 「違

反転用農地」のことです。遊休農地等が存在する場合には、各筆明細書 (所在地番、

地 日、地積、類型 (遊休農地、違反転用農地の別)等の記載があるもの)を添付 し

てください。
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【参考様式例 3】

平成  年  月  日

○○市農業委員会 殿

□□町農業委員会

農地等権利移動連絡票           ・

OO氏及びその世帯員等 (農地法第 2条第 2項に規定する世帯員等をい う)

の耕作農地等の情報提供にご協力賜 り誠にありがとうございました。

この度、男lJ添 の写 しのとお り、農地等の権利移動がありましたのでご連絡い

たします。

(許可書等 の写 しを添付 )
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出作・入作農地情報の管理について

盛岡市農業委員会

現状

平成 19年度から実施された品目横断的経営安定対策を展開するために,盛岡市の農地基本台帳システ

ムに他市町村の農地データを取込み,当 市に住所のある農業者の耕作証明書等に他市町村の農地データ

を含んで発行できるようにした。

現在は盛岡市内に農地を所有 していないケースでも,他市町村に農地がある場合,要件を満たせば耕

作証明書の発行,農業委員選挙の選挙人名簿への登載を実施 している。

課題

他市町村の農地データの取込みを実施後,他市町村において新規に賃貸借等が実施 され,その報告が

あったもの以外,データの更新が行われていない。そのため,農地の権利状況を正確に反映していない

ものもある。特に相続による所有権の移動に係るものは,他市町村から報告がないことから把握ができ

ていない。

現在,住所地の市町村から耕作証明書を発行 しているが,他市町村の農地を耕作している事案につい

ては全ての農地情報を把握できていないことから,耕作証明が現状を反映したものでないケースも想定

される。

また,今後,農業従事者が減少 し農地の集積が加速することから,市町村を越えた貸借設定の増加も

予想される。その際には,農地貸借の事務手続きや指導において,農家における全体の経営面積の把握

が必要となる。今後取組みが推進 される「人・農地プラン」の作成においては,集落全体の農地状況は

もとより,各農家の経営地の状況を捉えておく必要が生じてくると思われることから,現状を反映した

農地データを把握する必要がある。

取組み

平成 24年 6月 に盛岡管内の 8市町村農業委員会事務局担当者が集まり,出作・入作情報の情報共有に

ついて検討をおこなつた。 2回の検討会での討議を踏まえ,各市町村の入作農地情報を相互にやり取り

することとした。

8月 末に盛岡市から,盛岡管内の市町村に入作農地情報を紙で出力したものを送付し,現在,他市町

村からの農地情報を回収しているところである。

盛岡市からの送付件数

饗料血4-3

矢巾町 計滝沢村 紫波町葛巻町 人幡平市岩手町 雫石町

56 71519669 27537 2
送付件数

(人数 )

80


